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狩
猟
免
許
等
の
取
得
を
支
援
し
ま
す

町
で
は
、
農
林
業
被
害
の
軽
減
や
ヒ
グ
マ
に
よ
る
人
的
被
害
の
防
止
を
目
的
に
、
有
害
鳥
獣

の
捕
獲
に
係
る
人
材
を
確
保
す
る
た
め
、
狩
猟
免
許
及
び
猟
銃
所
持
許
可
の
取
得
に
要
す
る

経
費
に
対
し
て
左
記
の
と
お
り
支
援
を
始
め
ま
し
た
。

補
助
対
象
者
（
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
）

・
わ
な
猟
免
許
ま
た
は
第
一
種
銃
猟

　

免
許
及
び
猟
銃
所
持
許
可
を
新
規

　

に
取
得
し
た
方

・
町
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
方

・
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

・
北
海
道
猟
友
会
津
別
支
部
に
加
入

　

し
て
お
り
、
有
害
鳥
獣
捕
獲
に
３

　

年
以
上
従
事
で
き
る
方

申
請
期
限

　

狩
猟
免
許
（
わ
な
猟
免
許
・
第
一

種
銃
猟
免
許
）
ま
た
は
猟
銃
所
持
許

可
を
取
得
し
た
日
の
い
ず
れ
か
早
い

日
か
ら
１
年
以
内

必
要
書
類

・
狩
猟
免
状
の
写
し

・
猟
銃
所
持
許
可
証
の
写
し

・
補
助
対
象
経
費
の
額
が
確
認
で
き
る

　

書
類
の
写
し
（
領
収
書
、
収
入
証

　

紙
を
貼
付
し
た
申
請
書
等
の
写
し
）

補
助
率

　

狩
猟
免
許
及
び
猟
銃
所
持
許
可
の

取
得
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
２
分

の
１
以
内

補
助
対
象
経
費

・
狩
猟
免
許
予
備
講
習
会
費
用

・
狩
猟
免
許
申
請
手
数
料

・
猟
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会

　

手
数
料

・
射
撃
教
習
受
講
資
格
認
定
申
請
手

　

数
料

・
猟
銃
用
火
薬
類
等
譲
受
許
可
申
請

　

手
数
料

・
射
撃
教
習
受
講
料

・
猟
銃
所
持
許
可
申
請
手
数
料

・
医
師
の
診
断
書
料　

等

問
い
合
わ
せ
先　
　

　

産
業
振
興
課
林
政
係

　

☎
77
―
８
３
８
６

山
火
事
は
起
こ
さ
な
い
！

春
先
の
こ
の
時
期
は
空
気
が
乾
燥
し
、
山
火
事
が
発
生
し
や
す
い
季
節
で
す
。

ち
ょ
っ
と
し
た
不
注
意
で
、
大
切
な
緑
や
森
林
財
産
が
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

火
の
取
扱
い
に
は
細
心
の
注
意
を
払
い
ま
し
ょ
う
。

○
林
野
火
災
危
険
期
間

　

４
月
１
日
～
６
月
30
日

○
林
野
火
災
予
防
強
調
期
間

　

４
月
21
日
～
５
月
31
日

《
火
入
れ
に
つ
い
て
》

・
森
林
法
に
基
づ
く
火
入
れ
は
、
６
月

　

30
日
ま
で
許
可
さ
れ
ま
せ
ん
。

・
ご
み
焼
き
は
、
法
律
に
よ
り
禁
止
さ

　

れ
て
い
ま
す
。

・
畑
の
野
焼
き
は
、
法
律
に
定
め
ら
れ　

　

て
い
る
農
家
で
の
ア
ス
パ
ラ
の
殻　

　

な
ど
農
作
物
の
残
り
物
を
焼
却
す　

　

る
こ
と
以
外
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

《
火
入
れ
の
許
可
》

・
火
入
れ
や
野
焼
き
を
す
る
場
合
は
、　

　

許
可
が
必
要
で
す
。
実
施
日
の
２　

　

日
前
ま
で
に
町
長
に
届
け
出
て
く　

　

だ
さ
い
。

　

（
役
場
林
政
係　

☎
77
―
８
３
８
６
）

《
入
林
の
手
続
き
》

　

山
菜
採
り
な
ど
で
森
林
に
入
る
時
の

ル
ー
ル
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
一
般
の
森
林

　

所
有
者
に
必
ず
断
っ
て
か
ら
入
林
し

ま
し
ょ
う
。

・
国
有
林

　

網
走
南
部
森
林
管
理
署
で
許
可
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

　

☎
０
１
５
２
―
62
―
２
２
１
１

・
道
有
林

　

５
月
31
日
ま
で
一
般
の
方
の
入
林
は

出
来
ま
せ
ん
。
６
月
か
ら
入
林
を
希
望

す
る
場
合
は
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興

局
東
部
森
林
室
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　

☎
０
１
５
７
―
24
―
６
２
７
６

・
町
有
林

　

山
菜
採
り
な
ど
、
一
般
の
方
の
入
林

は
出
来
ま
せ
ん
。

 　

《
令
和
２
年
度
山
火
事
予
防
作
品
標
語
の
部
》

  

津
別
町
長
賞

『
気
を
つ
け
よ
う 

油
断
の
心
が 

火
事
の
元
』

　
　
　

津
別
小
学
校
５
年
生（
学
年
は
入
賞
時
の
も
の
で
す
）　
中
村
　
友
陽 

さ
ん

広報つべつ　2021年 5月号

年金ミニ知識
問い合わせ　戸籍年金係

 ☎77－8378　

産前産後期間の国民年金保険料

が免除となります

○国民年金保険料が免除される期間

　出産予定日または出産日が属する月の前

月から４か月間の国民年金保険料が免除さ

れます。なお、多胎妊娠の場合

は、出産予定日または出産日が

属する月の３か月前から６か月

間の国民年金保険料が免除され

ます。

※出産とは、妊娠85日（４か月）以上の

出産をいいます（死産、流産、早産された

方を含みます）。

○産前産後免除期間の取扱い

　産前産後免除期間として認められた期間

は、保険料を納付したものとして老齢基礎

年金の受給額に反映されます。

○対象者

　産前産後免除期間に国民年金第１号被保

険者期間を有する者。

○届出時期

　出産予定日の６か月前から届出可能です。

出産後でも届出することができます。

○添付書類　母子手帳など

○届出先　役場戸籍年金係

○問い合わせ先　

　北見年金事務所　☎0157－25－9635

　水道、下水道の料金にかかる検針・料金徴収業務を次の会

社へ委託しています。各地域の担当員をお知らせします。

委託先　水
ス イ ン グ

ｉｎｇＡＭ株式会社　北海道支店

津別市街地区及び活汲地区 本岐地区

豊永及び高台の一部、美都、上里地区 相生、大昭、布川地区

後藤　寛治さん

上杉　猛晴さん 平川　伸二さん

若木　直美さん 内田　憲造さん

対馬　賢蔵さん

※ 上杉猛晴さんは、相生地区の一部も担当します。

　検針・料金徴収員の担当地区については、４月１日現在の

大まかな区域です。各検針・徴収員は身分証明書を携帯して

います。不明な点がありましたら下記までご連絡ください。

問い合わせ先

　建設課水道係　 ☎ 77 － 8389

　委託先　水ｉｎｇＡＭ株式会社北海道支店   津別管理事務所

　　　　　（下水道管理センター内）  ☎ 76 － 2848

募集種目 応募資格 受付期間 試験期日（１次）

一般曹候補生

  （一次試験）
18 歳以上

33 歳未満

  5月11日（火）まで
  令和３年５月22日（土）

  （帯広・釧路・美幌）

自衛官候補生

（男女）
  6月2日（水）まで

  令和３年６月５日（土）美幌

  令和３年６月６日（日）帯広

《陸・海・空自衛隊　令和３年度募集のご案内》

詳　細　自衛隊帯広地方協力本部北見地域事務所　☎ 0157 － 23 － 6826

募集コールセンター（受付時間：12 時～ 20 時） フリーダイヤル☎ 0120 － 063 － 792


